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横 浜 市 告 示 第 98 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 を 次 の と お り 決 定 し た

。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区  

  上 郷 町 深 田 特 別 緑 地 保 全 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  栄 区 上 郷 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第 99 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 を 次 の と お り 決 定 し た

。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区  

  上 郷 町 石 原 特 別 緑 地 保 全 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  栄 区 上 郷 町 及 び 東 上 郷 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  100 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 を 次 の と お り 決 定 し た

。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業  

  川 向 町 南 耕 地 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  都 筑 区 川 向 町 及 び 東 方 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  101 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 を 次 の と お り 決 定 し た

。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業  

  川 和 町 駅 周 辺 西 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  都 筑 区 川 和 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  102 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 を 次 の と お り 決 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画  

  恩 田 駅 南 地 区 地 区 計 画  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  青 葉 区 あ か ね 台 一 丁 目 及 び 恩 田 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  103 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 を 次 の と お り 決 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画  

  栄 上 郷 町 地 区 地 区 計 画  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  栄 区 上 郷 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  104 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 決 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 を 次 の と お り 決 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画  

  泉 ゆ め が 丘 地 区 地 区 計 画  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  泉 区 和 泉 町 及 び 下 飯 田 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  105 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保  

   全 の 方 針 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市

計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 の 方 針 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 の 方  

 針  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  横 浜 都 市 計 画 区 域 の 区 域  
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横 浜 市 告 示 第  106 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 区 域 区 分 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 区 域

区 分 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 区 域 区 分  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 小 野 町 、 獅 子 ケ 谷 三 丁 目 、 末 広 町 、 生 麦 四 丁 目 及 び 生

麦 五 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 、 片 倉 三 丁 目 、 片 倉 四 丁 目

、 三 枚 町 、 菅 田 町 、 羽 沢 町 、 羽 沢 南 一 丁 目 、 羽 沢 南 二 丁 目 及 び

羽 沢 南 四 丁 目 地 内 、 中 区 南 本 牧 地 内 、 港 南 区 港 南 台 九 丁 目 、 下

永 谷 四 丁 目 、 下 永 谷 五 丁 目 、 野 庭 町 、 日 限 山 一 丁 目 及 び 日 野 南

五 丁 目 地 内 、 保 土 ケ 谷 区 新 井 町 、 今 井 町 、 岡 沢 町 、 上 菅 田 町 、

狩 場 町 、 川 島 町 、 権 太 坂 一 丁 目 、 権 太 坂 二 丁 目 、 境 木 町 、 常 盤

台 、 東 川 島 町 、 法 泉 一 丁 目 、 法 泉 三 丁 目 及 び 峰 沢 町 地 内 、 旭 区

市 沢 町 、 今 宿 一 丁 目 、 今 宿 西 町 、 今 宿 東 町 、 今 宿 南 町 、 小 高 町

、 金 が 谷 、 金 が 谷 二 丁 目 、 上 川 井 町 、 上 白 根 町 、 川 井 宿 町 、 川

島 町 、 左 近 山 、 三 反 田 町 、 都 岡 町 、 鶴 ケ 峰 一 丁 目 、 鶴 ケ 峰 二 丁

目 、 中 沢 二 丁 目 、 西 川 島 町 、 万 騎 が 原 、 南 本 宿 町 、 矢 指 町 及 び

若 葉 台 一 丁 目 地 内 、 磯 子 区 氷 取 沢 町 地 内 、 金 沢 区 朝 比 奈 町 、 釜

利 谷 東 五 丁 目 、 柴 町 、 能 見 台 一 丁 目 、 東 朝 比 奈 一 丁 目 、 東 朝 比

奈 三 丁 目 及 び 谷 津 町 地 内 、 港 北 区 北 新 横 浜 二 丁 目 、 小 机 町 、 新

吉 田 町 、 高 田 町 、 高 田 西 三 丁 目 、 鳥 山 町 及 び 新 羽 町 地 内 、 緑 区

青 砥 町 、 い ぶ き 野 、 鴨 居 町 、 鴨 居 七 丁 目 、 北 八 朔 町 、 小 山 町 、

寺 山 町 、 長 津 田 町 、 長 津 田 一 丁 目 、 長 津 田 六 丁 目 、 長 津 田 七 丁

目 、 長 津 田 み な み 台 一 丁 目 及 び 白 山 四 丁 目 地 内 、 青 葉 区 あ か ね

台 一 丁 目 、 市 ケ 尾 町 、 荏 子 田 三 丁 目 、 荏 田 町 、 大 場 町 、 恩 田 町

、 鴨 志 田 町 、 寺 家 町 、 下 谷 本 町 、 す み よ し 台 、 た ち ば な 台 一 丁

目 、 た ち ば な 台 二 丁 目 、 奈 良 町 、 奈 良 一 丁 目 、 藤 が 丘 一 丁 目 及

び 元 石 川 町 地 内 、 都 筑 区 あ ゆ み が 丘 、 池 辺 町 、 牛 久 保 町 、 牛 久
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保 東 二 丁 目 、 牛 久 保 東 三 丁 目 、 荏 田 東 町 、 荏 田 東 四 丁 目 、 荏 田

南 四 丁 目 、 大 熊 町 、 大 棚 町 、 折 本 町 、 勝 田 町 、 川 向 町 、 川 和 町

、 茅 ケ 崎 中 央 、 茅 ケ 崎 東 一 丁 目 、 早 渕 二 丁 目 、 東 方 町 、 東 山 田

町 、 東 山 田 三 丁 目 、 南 山 田 町 、 南 山 田 二 丁 目 及 び 南 山 田 三 丁 目

地 内 、 戸 塚 区 上 倉 田 町 、 汲 沢 町 、 汲 沢 三 丁 目 、 汲 沢 四 丁 目 、 小

雀 町 、 名 瀬 町 、 原 宿 一 丁 目 、 原 宿 二 丁 目 、 原 宿 五 丁 目 、 東 俣 野

町 、 深 谷 町 、 舞 岡 町 、 俣 野 町 、 南 舞 岡 一 丁 目 、 南 舞 岡 三 丁 目 及

び 吉 田 町 地 内 、 栄 区 金 井 町 、 上 郷 町 、 公 田 町 、 小 菅 ケ 谷 四 丁 目

、 田 谷 町 、 長 尾 台 町 及 び 本 郷 台 五 丁 目 地 内 、 泉 区 池 の 谷 、 和 泉

が 丘 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 二 丁 目 、 和 泉 町 、

岡 津 町 、 上 飯 田 町 、 下 飯 田 町 、 新 橋 町 、 中 田 町 、 中 田 北 一 丁 目

、 中 田 北 二 丁 目 、 中 田 西 四 丁 目 、 中 田 南 五 丁 目 、 緑 園 三 丁 目 及

び 緑 園 五 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 、 阿 久 和 西 四 丁

目 、 阿 久 和 南 二 丁 目 、 阿 久 和 南 三 丁 目 、 阿 久 和 南 四 丁 目 、 下 瀬

谷 一 丁 目 、 下 瀬 谷 三 丁 目 、 中 屋 敷 二 丁 目 、 中 屋 敷 三 丁 目 、 本 郷

二 丁 目 、 本 郷 四 丁 目 、 宮 沢 三 丁 目 及 び 目 黒 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  107 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 開 発 の 方 針 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市

再 開 発 の 方 針 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 開 発 の 方 針  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  横 浜 都 市 計 画 区 域 の 区 域  
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横 浜 市 告 示 第  108 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 住 宅 市 街 地 の 開 発 整 備 の 方 針 の 変  

   更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 住 宅

市 街 地 の 開 発 整 備 の 方 針 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 住 宅 市 街 地 の 開 発 整 備 の 方 針  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  横 浜 都 市 計 画 区 域 の 区 域  
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横 浜 市 告 示 第  109 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 災 街 区 整 備 方 針 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 災

街 区 整 備 方 針 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 災 街 区 整 備 方 針  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  横 浜 都 市 計 画 区 域 の 区 域  
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横 浜 市 告 示 第  110 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途 地 域 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途

地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 用 途 地 域  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 小 野 町 、 獅 子 ケ 谷 三 丁 目 、 末 広 町 、 生 麦 四 丁 目 及 び 生

麦 五 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 、 片 倉 三 丁 目 、 片 倉 四 丁 目

、 三 枚 町 、 菅 田 町 、 羽 沢 町 、 羽 沢 南 一 丁 目 、 羽 沢 南 二 丁 目 及 び

羽 沢 南 四 丁 目 地 内 、 中 区 南 本 牧 地 内 、 港 南 区 港 南 台 九 丁 目 、 下

永 谷 四 丁 目 、 下 永 谷 五 丁 目 、 野 庭 町 、 日 限 山 一 丁 目 及 び 日 野 南

五 丁 目 地 内 、 保 土 ケ 谷 区 新 井 町 、 今 井 町 、 岡 沢 町 、 上 菅 田 町 、

狩 場 町 、 川 島 町 、 権 太 坂 一 丁 目 、 権 太 坂 二 丁 目 、 境 木 町 、 常 盤

台 、 東 川 島 町 、 法 泉 一 丁 目 、 法 泉 三 丁 目 及 び 峰 沢 町 地 内 、 旭 区

市 沢 町 、 今 宿 一 丁 目 、 今 宿 西 町 、 今 宿 東 町 、 今 宿 南 町 、 小 高 町

、 金 が 谷 、 金 が 谷 二 丁 目 、 上 川 井 町 、 上 白 根 町 、 川 井 宿 町 、 川

島 町 、 左 近 山 、 三 反 田 町 、 都 岡 町 、 鶴 ケ 峰 一 丁 目 、 鶴 ケ 峰 二 丁

目 、 中 沢 二 丁 目 、 西 川 島 町 、 万 騎 が 原 、 南 本 宿 町 、 矢 指 町 及 び

若 葉 台 一 丁 目 地 内 、 磯 子 区 氷 取 沢 町 地 内 、 金 沢 区 朝 比 奈 町 、 釜

利 谷 東 五 丁 目 、 柴 町 、 能 見 台 一 丁 目 、 東 朝 比 奈 一 丁 目 、 東 朝 比

奈 三 丁 目 及 び 谷 津 町 地 内 、 港 北 区 北 新 横 浜 二 丁 目 、 小 机 町 、 新

吉 田 町 、 高 田 町 、 高 田 西 三 丁 目 、 鳥 山 町 及 び 新 羽 町 地 内 、 緑 区

青 砥 町 、 い ぶ き 野 、 鴨 居 町 、 鴨 居 七 丁 目 、 北 八 朔 町 、 小 山 町 、

寺 山 町 、 長 津 田 町 、 長 津 田 一 丁 目 、 長 津 田 六 丁 目 、 長 津 田 七 丁

目 、 長 津 田 み な み 台 一 丁 目 及 び 白 山 四 丁 目 地 内 、 青 葉 区 あ か ね

台 一 丁 目 、 市 ケ 尾 町 、 荏 子 田 三 丁 目 、 荏 田 町 、 大 場 町 、 恩 田 町

、 鴨 志 田 町 、 寺 家 町 、 下 谷 本 町 、 す み よ し 台 、 た ち ば な 台 一 丁

目 、 た ち ば な 台 二 丁 目 、 奈 良 町 、 奈 良 一 丁 目 、 藤 が 丘 一 丁 目 及

び 元 石 川 町 地 内 、 都 筑 区 あ ゆ み が 丘 、 池 辺 町 、 牛 久 保 町 、 牛 久
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保 東 二 丁 目 、 牛 久 保 東 三 丁 目 、 荏 田 東 町 、 荏 田 東 四 丁 目 、 荏 田

南 四 丁 目 、 大 熊 町 、 大 棚 町 、 折 本 町 、 勝 田 町 、 川 向 町 、 川 和 町

、 茅 ケ 崎 中 央 、 茅 ケ 崎 東 一 丁 目 、 早 渕 二 丁 目 、 東 方 町 、 東 山 田

町 、 東 山 田 三 丁 目 、 南 山 田 町 、 南 山 田 二 丁 目 及 び 南 山 田 三 丁 目

地 内 、 戸 塚 区 上 倉 田 町 、 汲 沢 町 、 汲 沢 三 丁 目 、 汲 沢 四 丁 目 、 小

雀 町 、 名 瀬 町 、 原 宿 一 丁 目 、 原 宿 二 丁 目 、 原 宿 五 丁 目 、 東 俣 野

町 、 深 谷 町 、 舞 岡 町 、 俣 野 町 、 南 舞 岡 一 丁 目 、 南 舞 岡 三 丁 目 及

び 吉 田 町 地 内 、 栄 区 金 井 町 、 上 郷 町 、 公 田 町 、 小 菅 ケ 谷 四 丁 目

、 田 谷 町 、 長 尾 台 町 及 び 本 郷 台 五 丁 目 地 内 、 泉 区 池 の 谷 、 和 泉

が 丘 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 二 丁 目 、 和 泉 町 、

岡 津 町 、 上 飯 田 町 、 下 飯 田 町 、 新 橋 町 、 中 田 町 、 中 田 北 一 丁 目

、 中 田 北 二 丁 目 、 中 田 西 四 丁 目 、 中 田 南 五 丁 目 、 緑 園 三 丁 目 及

び 緑 園 五 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 、 阿 久 和 西 四 丁

目 、 阿 久 和 南 二 丁 目 、 阿 久 和 南 三 丁 目 、 阿 久 和 南 四 丁 目 、 下 瀬

谷 一 丁 目 、 下 瀬 谷 三 丁 目 、 中 屋 敷 二 丁 目 、 中 屋 敷 三 丁 目 、 本 郷

二 丁 目 、 本 郷 四 丁 目 、 宮 沢 三 丁 目 及 び 目 黒 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  111 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度 地 区 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度

地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 高 度 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 小 野 町 、 獅 子 ケ 谷 三 丁 目 、 末 広 町 、 生 麦 四 丁 目 及 び 生

麦 五 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 、 片 倉 三 丁 目 、 片 倉 四 丁 目

、 三 枚 町 、 菅 田 町 、 羽 沢 町 、 羽 沢 南 一 丁 目 、 羽 沢 南 二 丁 目 及 び

羽 沢 南 四 丁 目 地 内 、 中 区 南 本 牧 地 内 、 港 南 区 港 南 台 九 丁 目 、 下

永 谷 四 丁 目 、 下 永 谷 五 丁 目 、 野 庭 町 、 日 限 山 一 丁 目 及 び 日 野 南

五 丁 目 地 内 、 保 土 ケ 谷 区 新 井 町 、 今 井 町 、 岡 沢 町 、 上 菅 田 町 、

狩 場 町 、 川 島 町 、 権 太 坂 一 丁 目 、 権 太 坂 二 丁 目 、 境 木 町 、 常 盤

台 、 東 川 島 町 、 法 泉 一 丁 目 、 法 泉 三 丁 目 及 び 峰 沢 町 地 内 、 旭 区

市 沢 町 、 今 宿 一 丁 目 、 今 宿 西 町 、 今 宿 東 町 、 今 宿 南 町 、 小 高 町

、 金 が 谷 、 金 が 谷 二 丁 目 、 上 川 井 町 、 上 白 根 町 、 川 井 宿 町 、 川

島 町 、 左 近 山 、 三 反 田 町 、 都 岡 町 、 鶴 ケ 峰 一 丁 目 、 鶴 ケ 峰 二 丁

目 、 中 沢 二 丁 目 、 西 川 島 町 、 万 騎 が 原 、 南 本 宿 町 、 矢 指 町 及 び

若 葉 台 一 丁 目 地 内 、 磯 子 区 氷 取 沢 町 地 内 、 金 沢 区 朝 比 奈 町 、 釜

利 谷 東 五 丁 目 、 柴 町 、 能 見 台 一 丁 目 、 東 朝 比 奈 一 丁 目 、 東 朝 比

奈 三 丁 目 及 び 谷 津 町 地 内 、 港 北 区 北 新 横 浜 二 丁 目 、 小 机 町 、 新

吉 田 町 、 高 田 町 、 高 田 西 三 丁 目 、 鳥 山 町 及 び 新 羽 町 地 内 、 緑 区

青 砥 町 、 い ぶ き 野 、 鴨 居 町 、 鴨 居 七 丁 目 、 北 八 朔 町 、 小 山 町 、

寺 山 町 、 長 津 田 町 、 長 津 田 一 丁 目 、 長 津 田 六 丁 目 、 長 津 田 七 丁

目 、 長 津 田 み な み 台 一 丁 目 及 び 白 山 四 丁 目 地 内 、 青 葉 区 あ か ね

台 一 丁 目 、 市 ケ 尾 町 、 荏 田 町 、 大 場 町 、 恩 田 町 、 鴨 志 田 町 、 寺

家 町 、 下 谷 本 町 、 す み よ し 台 、 た ち ば な 台 一 丁 目 、 た ち ば な 台

二 丁 目 、 奈 良 町 、 奈 良 一 丁 目 、 藤 が 丘 一 丁 目 及 び 元 石 川 町 地 内

、 都 筑 区 あ ゆ み が 丘 、 池 辺 町 、 牛 久 保 町 、 牛 久 保 東 二 丁 目 、 牛
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久 保 東 三 丁 目 、 荏 田 東 町 、 荏 田 東 四 丁 目 、 荏 田 南 四 丁 目 、 大 熊

町 、 大 棚 町 、 折 本 町 、 勝 田 町 、 川 向 町 、 川 和 町 、 茅 ケ 崎 中 央 、

茅 ケ 崎 東 一 丁 目 、 早 渕 二 丁 目 、 東 方 町 、 東 山 田 町 、 東 山 田 三 丁

目 、 南 山 田 町 、 南 山 田 二 丁 目 及 び 南 山 田 三 丁 目 地 内 、 戸 塚 区 上

倉 田 町 、 汲 沢 町 、 汲 沢 三 丁 目 、 汲 沢 四 丁 目 、 小 雀 町 、 名 瀬 町 、

原 宿 一 丁 目 、 原 宿 二 丁 目 、 原 宿 五 丁 目 、 東 俣 野 町 、 深 谷 町 、 舞

岡 町 、 俣 野 町 、 南 舞 岡 一 丁 目 、 南 舞 岡 三 丁 目 及 び 吉 田 町 地 内 、

栄 区 金 井 町 、 上 郷 町 、 公 田 町 、 小 菅 ケ 谷 四 丁 目 、 田 谷 町 、 長 尾

台 町 及 び 本 郷 台 五 丁 目 地 内 、 泉 区 池 の 谷 、 和 泉 が 丘 一 丁 目 、 和

泉 中 央 北 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 二 丁 目 、 和 泉 町 、 岡 津 町 、 上 飯 田

町 、 下 飯 田 町 、 新 橋 町 、 中 田 町 、 中 田 北 一 丁 目 、 中 田 北 二 丁 目

、 中 田 西 四 丁 目 、 中 田 南 五 丁 目 、 緑 園 三 丁 目 及 び 緑 園 五 丁 目 地

内 並 び に 瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 、 阿 久 和 西 四 丁 目 、 阿 久 和 南 二

丁 目 、 阿 久 和 南 三 丁 目 、 阿 久 和 南 四 丁 目 、 下 瀬 谷 一 丁 目 、 下 瀬

谷 三 丁 目 、 中 屋 敷 二 丁 目 、 中 屋 敷 三 丁 目 、 本 郷 二 丁 目 、 本 郷 四

丁 目 、 宮 沢 三 丁 目 及 び 目 黒 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  112 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火

地 域 及 び 準 防 火 地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 小 野 町 、 獅 子 ケ 谷 三 丁 目 、 末 広 町 、 生 麦 四 丁 目 及 び 生

麦 五 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 、 片 倉 三 丁 目 、 三 枚 町 、 菅

田 町 、 羽 沢 町 、 羽 沢 南 一 丁 目 及 び 羽 沢 南 二 丁 目 地 内 、 中 区 南 本

牧 地 内 、 港 南 区 港 南 台 九 丁 目 、 下 永 谷 四 丁 目 及 び 日 限 山 一 丁 目

地 内 、 保 土 ケ 谷 区 新 井 町 、 今 井 町 、 岡 沢 町 、 狩 場 町 、 川 島 町 、

権 太 坂 一 丁 目 、 権 太 坂 二 丁 目 、 境 木 町 、 常 盤 台 、 東 川 島 町 、 法

泉 一 丁 目 、 法 泉 三 丁 目 及 び 峰 沢 町 地 内 、 旭 区 市 沢 町 、 今 宿 一 丁

目 、 今 宿 西 町 、 今 宿 南 町 、 上 川 井 町 、 上 白 根 町 、 川 島 町 、 都 岡

町 、 鶴 ケ 峰 一 丁 目 、 鶴 ケ 峰 二 丁 目 、 西 川 島 町 及 び 若 葉 台 一 丁 目

地 内 、 磯 子 区 氷 取 沢 町 地 内 、 金 沢 区 朝 比 奈 町 、 柴 町 、 能 見 台 一

丁 目 及 び 東 朝 比 奈 三 丁 目 地 内 、 港 北 区 北 新 横 浜 二 丁 目 、 小 机 町

、 新 吉 田 町 、 高 田 町 、 高 田 西 三 丁 目 、 鳥 山 町 及 び 新 羽 町 地 内 、

緑 区 青 砥 町 、 い ぶ き 野 、 鴨 居 町 、 北 八 朔 町 、 小 山 町 、 寺 山 町 、

長 津 田 町 、 長 津 田 一 丁 目 、 長 津 田 六 丁 目 及 び 長 津 田 七 丁 目 地 内

、 青 葉 区 あ か ね 台 一 丁 目 、 市 ケ 尾 町 、 荏 田 町 、 大 場 町 、 恩 田 町

、 鴨 志 田 町 、 寺 家 町 、 下 谷 本 町 、 す み よ し 台 、 た ち ば な 台 一 丁

目 、 た ち ば な 台 二 丁 目 、 奈 良 町 、 奈 良 一 丁 目 及 び 元 石 川 町 地 内

、 都 筑 区 池 辺 町 、 大 熊 町 、 折 本 町 、 川 和 町 、 東 方 町 、 東 山 田 町

、 東 山 田 三 丁 目 、 南 山 田 町 及 び 南 山 田 三 丁 目 地 内 、 戸 塚 区 上 倉

田 町 、 汲 沢 町 、 小 雀 町 、 名 瀬 町 、 原 宿 五 丁 目 、 東 俣 野 町 、 深 谷

町 、 舞 岡 町 、 俣 野 町 及 び 吉 田 町 地 内 、 栄 区 金 井 町 、 上 郷 町 、 公

田 町 、 小 菅 ケ 谷 四 丁 目 、 田 谷 町 、 長 尾 台 町 及 び 本 郷 台 五 丁 目 地

内 、 泉 区 和 泉 が 丘 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 二 丁
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目 、 和 泉 町 、 岡 津 町 、 上 飯 田 町 、 下 飯 田 町 、 新 橋 町 、 中 田 町 、

中 田 北 一 丁 目 、 中 田 北 二 丁 目 及 び 中 田 南 五 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷

区 阿 久 和 西 三 丁 目 、 阿 久 和 西 四 丁 目 、 阿 久 和 南 二 丁 目 、 阿 久 和

南 三 丁 目 、 阿 久 和 南 四 丁 目 、 下 瀬 谷 一 丁 目 、 下 瀬 谷 三 丁 目 、 中

屋 敷 二 丁 目 、 中 屋 敷 三 丁 目 、 本 郷 二 丁 目 、 本 郷 四 丁 目 、 宮 沢 三

丁 目 及 び 目 黒 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  113 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 臨 港 地 区 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 臨 港

地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 臨 港 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   中 区 南 本 牧 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  114 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 緑 化 地 域 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 緑 化

地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 緑 化 地 域  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   鶴 見 区 獅 子 ケ 谷 三 丁 目 地 内 、 神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 、 片 倉 三 丁

目 、 片 倉 四 丁 目 、 三 枚 町 、 菅 田 町 、 羽 沢 町 、 羽 沢 南 一 丁 目 及 び

羽 沢 南 四 丁 目 地 内 、 港 南 区 港 南 台 九 丁 目 、 下 永 谷 四 丁 目 、 下 永

谷 五 丁 目 、 野 庭 町 、 日 限 山 一 丁 目 及 び 日 野 南 五 丁 目 地 内 、 保 土

ケ 谷 区 新 井 町 、 今 井 町 、 岡 沢 町 、 上 菅 田 町 、 狩 場 町 、 川 島 町 、

権 太 坂 一 丁 目 、 権 太 坂 二 丁 目 、 境 木 町 、 常 盤 台 、 東 川 島 町 、 法

泉 一 丁 目 、 法 泉 三 丁 目 及 び 峰 沢 町 地 内 、 旭 区 市 沢 町 、 今 宿 一 丁

目 、 今 宿 西 町 、 今 宿 東 町 、 今 宿 南 町 、 小 高 町 、 金 が 谷 、 金 が 谷

二 丁 目 、 上 川 井 町 、 上 白 根 町 、 川 井 宿 町 、 川 島 町 、 左 近 山 、 三

反 田 町 、 都 岡 町 、 鶴 ケ 峰 一 丁 目 、 鶴 ケ 峰 二 丁 目 、 中 沢 二 丁 目 、

西 川 島 町 、 万 騎 が 原 、 南 本 宿 町 、 矢 指 町 及 び 若 葉 台 一 丁 目 地 内

、 磯 子 区 氷 取 沢 町 地 内 、 金 沢 区 朝 比 奈 町 、 釜 利 谷 東 五 丁 目 、 柴

町 、 能 見 台 一 丁 目 、 東 朝 比 奈 一 丁 目 、 東 朝 比 奈 三 丁 目 及 び 谷 津

町 地 内 、 港 北 区 新 吉 田 町 、 高 田 町 、 高 田 西 三 丁 目 及 び 新 羽 町 地

内 、 緑 区 青 砥 町 、 い ぶ き 野 、 鴨 居 町 、 鴨 居 七 丁 目 、 北 八 朔 町 、

小 山 町 、 寺 山 町 、 長 津 田 町 、 長 津 田 一 丁 目 、 長 津 田 六 丁 目 、 長

津 田 七 丁 目 、 長 津 田 み な み 台 一 丁 目 及 び 白 山 四 丁 目 地 内 、 青 葉

区 あ か ね 台 一 丁 目 、 市 ケ 尾 町 、 荏 田 町 、 大 場 町 、 恩 田 町 、 鴨 志

田 町 、 寺 家 町 、 下 谷 本 町 、 す み よ し 台 、 た ち ば な 台 一 丁 目 、 た

ち ば な 台 二 丁 目 、 奈 良 町 、 奈 良 一 丁 目 、 藤 が 丘 一 丁 目 及 び 元 石

川 町 地 内 、 都 筑 区 あ ゆ み が 丘 、 池 辺 町 、 牛 久 保 町 、 牛 久 保 東 二

丁 目 、 牛 久 保 東 三 丁 目 、 荏 田 東 町 、 荏 田 東 四 丁 目 、 荏 田 南 四 丁

目 、 大 棚 町 、 折 本 町 、 勝 田 町 、 川 和 町 、 茅 ケ 崎 中 央 、 茅 ケ 崎 東
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一 丁 目 、 早 渕 二 丁 目 、 東 方 町 、 東 山 田 町 、 東 山 田 三 丁 目 、 南 山

田 町 、 南 山 田 二 丁 目 及 び 南 山 田 三 丁 目 地 内 、 戸 塚 区 上 倉 田 町 、

汲 沢 町 、 汲 沢 三 丁 目 、 汲 沢 四 丁 目 、 小 雀 町 、 名 瀬 町 、 原 宿 一 丁

目 、 原 宿 二 丁 目 、 原 宿 五 丁 目 、 東 俣 野 町 、 深 谷 町 、 舞 岡 町 、 俣

野 町 、 南 舞 岡 一 丁 目 、 南 舞 岡 三 丁 目 及 び 吉 田 町 地 内 、 栄 区 金 井

町 、 上 郷 町 、 公 田 町 、 小 菅 ケ 谷 四 丁 目 、 田 谷 町 、 長 尾 台 町 及 び

本 郷 台 五 丁 目 地 内 、 泉 区 池 の 谷 、 和 泉 が 丘 一 丁 目 、 和 泉 中 央 北

一 丁 目 、 和 泉 中 央 北 二 丁 目 、 和 泉 町 、 岡 津 町 、 上 飯 田 町 、 下 飯

田 町 、 新 橋 町 、 中 田 町 、 中 田 北 一 丁 目 、 中 田 北 二 丁 目 、 中 田 南

五 丁 目 、 緑 園 三 丁 目 及 び 緑 園 五 丁 目 地 内 並 び に 瀬 谷 区 阿 久 和 西

三 丁 目 、 阿 久 和 西 四 丁 目 、 阿 久 和 南 二 丁 目 、 阿 久 和 南 三 丁 目 、

阿 久 和 南 四 丁 目 、 下 瀬 谷 一 丁 目 、 下 瀬 谷 三 丁 目 、 中 屋 敷 二 丁 目

、 中 屋 敷 三 丁 目 、 本 郷 二 丁 目 、 本 郷 四 丁 目 及 び 宮 沢 三 丁 目 地 内  
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横 浜 市 告 示 第  115 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園

を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園  

  ７ ・ ３ ・ 1502 号 瀬 上 自 然 公 園  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   栄 区 上 郷 町 地 内  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   な し  
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横 浜 市 告 示 第  116 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園

を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園  

  ７ ・ ４ ・ 1503 号 上 郷 里 山 公 園  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   栄 区 上 郷 町 及 び 東 上 郷 町 地 内  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   な し  

 




